
軽、税率制度についての大枠(平成27年12月12日)一与党幹事長合意一
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平成28年度税制改正法案において以下の旨を規{・公B゛、{で壬ってメ、応する。このため、

定する。

①平成28(2016)年度末までに歳入及び歳出における法制上の措置等を講ずることにより、安定的な

恒久財源を確保する。

②財政健全化目標との関係や平成30(2018)年度の「経済・財政再生計画」の中間評価を踏まえつつ、

消費税制度を含む税制の構造改革や社会保障制度改革等の歳入及び歳出の在り方について検討を加え

必要な措置を講ずる。
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このため、政府・与党に必要な体制を整備するとともに、事業者の準備状況等を検証しつつ、必要に

応じて、軽減税率制度の円滑な導入・運用に資するための必要な措置を講ずる。

消費税の軽減税率制度を巡る経緯③

する。
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